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【フィリピン】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 合板 43億円 145.8％

・日本の住宅メーカーが現地の関連工場に輸出
（住宅部材に加工して、日本に再輸出）。

・輸出急増の理由は、同工場で使用する合板をこれ
までの南洋材から日本産に切り替えたため。

・現地の水準からみて、日本産木材製品は高価格なた
め、現地消費向けの輸出は限定的。

・日本の住宅着工に応じて増減。

2 さば 11億円 ▲30.1％
・加工原料用としての輸出が多い模様。
・外食店等向けについても一定の需要。

・品質面での差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。
・水揚げ量や国内外の価格に応じて輸出量が変動。
・外食店等向けは輸送中の鮮度維持。

・生産・加工・流通段階における品質・衛生管理技
術の向上。

3 製材 7.6億円 8.7％
・日本の住宅メーカーが現地の関連工場に輸出

（住宅部材に加工して、日本に再輸出）。
・現地の水準からみて、日本産木材製品は高価格なた

め、現地消費向けの輸出は限定的。
・日本の住宅着工に応じて増減。

4
ソース混合
調味料

5.4億円 14.7％ ・日本食の普及に伴い輸出が増加。 － －

5
菓子

(米菓を除く)
4.5億円 0.4％ ・チョコレートなどが人気。 － －

6 スープ ブロス 3.6億円 51.1％ ・日本食の普及に伴い輸出が増加。 － －

7 播種用の種 3.1億円 19.6％ ・にんじん、たまねぎ、タイサイ等を輸出。
・フィリピンは、植物品種保護条約未加盟であるため、無
断増殖による権利侵害のおそれ。

・植物新品種保護制度の整備を要請。

8 いわし 2.3億円 182.2%
・加工原料用としての輸出が多い模様。
・外食店等向けについても一定の需要。

・品質面での差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。
・水揚げ量や国内外の価格に応じて輸出量が変動。
・外食店等向けは輸送中の鮮度維持。

・生産・加工・流通段階における品質・衛生管理技
術の向上。

9 即席めん 2.1億円 22.3％
・日本の大手メーカーが現地メーカーとの合弁事業に

より製造・販売。
－ －
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2.0億円 63.3%
・日本の住宅メーカーが現地の関連工場に輸出

（住宅部材に加工して、日本に再輸出）。
・現地の水準からみて、日本産木材製品は高価格なた

め、現地消費向けの輸出は限定的。
・日本の住宅着工に応じて増減。

●フィリピンは、日本の農林水産物・食品の輸出先第10位。

●輸出全体の中で林産物の割合が高いが、日本に再輸出される海
外生産の原材料としての輸出が多い。

●そのほかは、加工原料用の水産物や加工食品の輸出が多く、農
産物の輸出の割合は非常に小さい。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞

62 56 67 70 95 115 

1.84 1.89 
2.30 

2.38 
2.66 2.31 

0

1

2

3

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015 2016

（速報値）

加工食品

農産物

林産物

水産物

為替レート

（右軸）

農林水産物・食品の輸出額と為替レート（円／フィリピン・ペソ）の推移
（億円） （円／フィリピン・ペソ）

（年）



77

輸入規制に関する主な取組

国・地域別取組内容【フィリピン】

〇動物検疫
・日本産豚肉に係るフィリピン側のリスク評価のための情報を提供予定。（農水省）
・日本産鶏卵等に係るフィリピン側のリスク評価のための情報を提供。（農水省）

○種苗産業の海外展開支援
品種保護制度の整備・拡充及びUPOV91年条約の締結に向け、東アジア植物品種保護フォーラム本会合を開催し、関連情報の交換及び協力活動計画の
決定等実施（農水省）

○牛肉
・輸出施設認定に必要な衛生条件等を満たす施設を整備。（農水省）
・輸出に取り組む事業者向けHACCP講習会を開催。（農水省）

〇放射性物質関係
・関係省庁が連携して規制の撤廃・緩和の働きかけを実施。（農水省等）

〇外資規制
・当地における食品加工及び小売関連日系企業と農林水産業・食品輸出会議を開催し、外資規制、加工食品登録、当地における原材料調達について意見
交換をし、問題解決に向けて連携することを確認。（農水省等）

〇その他
・我が国にて鳥インフルエンザの発生に伴い、フィリピンに対しに迅速に情報提供及び手続き等の確認を実施。（農水省等）

輸出拡大に向けた主な取組

○5月30日～6月3日、商談会をマニラにて開催し、18社・団体が参加した。主な成約品目は調味料（醤油）、水産加工品。（農水省・JETRO）

○フランチャイズショー（FRANCHISE ASIA PHILIPPINES 2016）広報出展。（JETRO）

〇公邸を活用した日本食普及イベントを１回、日本産米ＰＲイベントを２回開催。（外務省）

○旅行フェア「2nd Japan Travel Festival」を開催し、ステージイベントとして寿司デモンストレーション及び試食を実施し、日本食の魅力をＰＲ。（観光庁・JNTO）

○加工食品について、マスメディアを活用した広告、イベント、インフルエンサー招へい。（農水省）

○クール宅配システム等の規格化・国際標準化に向け、我が国物流システムの国際標準化の推進に関する連絡検討会を開催し、情報共有等を実施・（国交省）
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【インド】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年速

報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 真珠 2.1億円 42.3％ （詳細不明） － －

2 播種用の種 0.8億円 ▲38.5％
・にんじん、キャベツ、だいこん、カリフラワー等野菜の種

子を輸出。
・UPOVに整合しない独自の品種保護制度であり、作物に

よっては大量増殖されるおそれ。
・RCEP交渉や二国間の対話で引き続きUPOV加

盟を要請。

3 ラノリン 0.6億円 ▲48.％
（一般的に、食品分野ではガムベースの添加剤や光

沢剤等として使用されている。）
－ －

4 化工でん粉 0.4億円 ▲21.1％
（一般的に、食品分野では食感の改良や増粘安定

剤などとして使用されている。）
－ －

5
菓子

（米菓を除く）
0.3億円 4.8％

・日本産食品を扱う店舗が増加。
・現地ではチョコレートの需要がある。

・高温多湿な気候の中、流通インフラが未発達であり、製
品の品質が維持できない。
・表示規制等への対応。

－

6 配合調製飼料 0.3億円 ▲14.3％ （詳細不明） － －

7 メントール 0.3億円 65.1%

8 ペプトン 0.3億円 14.8％
（一般的に、香料の原材料や微生物の培地などとして

使用されている。）
－ －

9 アルコール飲料 0.3億円 46.5%

・ベジタリアンでも問題なし。
・近年、アルコール飲料の消費が伸びており、インドはウ

イスキーの消費割合が多いことから、日本の高品質の
ウイスキーも輸出できる可能性。

・表示規制への対応。
・高酒税（ウイスキー150％）。
・供給の制約（生産に年数がかかることから、世界的に需

要が伸びている中で、インドへの輸出を大きく伸ばすことは
難しい）。

－

1
0

その他の木製
品（衣類用ハ
ンガーを除く）

0.2億円 27.8% （詳細不明） － －

●インド向けの農林水産物・食品輸出は、品目単位でみると多く
て２億円程度にとどまっており、人口に対しても非常に少ない金
額となっている。

●日本食があまり普及していないこともあり、加工原料の輸出が
多く、食材の輸出は少ない。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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輸入規制に関する主な取組

輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【インド】

○第1回全国若手シェフコンベンション（チェンナイ）の実施。（JETRO）

○ベジタリアンガイドブックを、各旅行博やセミナー・商談会にて配布（観光庁・JNTO）

○Facebook (visit japan from india)内にて日本の食に関する情報を発信（観光庁・JNTO）

○在外公館で開催される天皇誕生日祝賀会レセプションで日本食文化をPR。農水省は在外公館へ日本産新米を提供。（外務省・農水省）

〇在外公館にて、日本食への理解促進を目的としたメディアとの意見交換を4回（4社）実施。（外務省）

○物流業者の進出支援のため物流パイロット事業を実施。（国交省）

○インドでのコールドチェーン確立に向け、インドMega Food Park関係者を日本に招へいし、日本の青果物流業者等の訪問・意見交換を実施。（農水省）

〇植物検疫
日本産りんご及びなしに係るインド側のリスク評価のための情報を提出。（農水省）

○知的財産
RCEP交渉等の機会に働きかけを実施。（農水省）

○水産物
関係省庁間で協議中。（農水省）
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（年）

【中東】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目

輸出金額
(うちUAE) 
[2016年
速報値]

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 清涼飲料水 35.3億円
(31.3億円)

▲35.8％
・炭酸飲料を中心とした需要。
・長年の販売を通じたブランドを背景にUAEを中心に

幅広い所得層に普及。
・現地ニーズに合わせた商品開発が必要。 －

2 魚等缶詰 10.6億円
(0.01億円)

▲15.8％
・さば缶やまぐろ缶への需要が大きい。
・中東域内（イエメン）への再輸出もある模様（減

少にはイエメンの政情不安も影響）。
－

・今後、アジア等日系企業の海外生産品等へのシフ
トの可能性。

3
菓子

（米菓を除く）
5.8億円
(4.4億円)

▲13.9％
・チューインガムを中心とした需要。伝統的な市場等

特定の販売網にて流通。
・チョコレートなどの甘いものも好まれる。

・潜在的な市場は大きいと考えられるが、日本からの距
離が遠いこと、ハラル対応がネック。

－

4 メントール 4.2億円
(0億円)

▲35.2％ （詳細不明） － －

5 配合調製飼料 3.4億円
(1.8億円)

▲10.5％ （詳細不明） － －

6 練り製品 1.9億円
(1.4億円)

12.2％
・日本食レストランや高級寿司レストラン向けの寿司
などに使用される高品質なカニカマを中心に需要。

－
・高品質なカニカマを求める中所得者～高所得者

向けレストラン需要に期待。

7
ソース混合
調味料

1.9億円
(1.4億円)

11.7％
・今後日本食レストラン数の増加に伴い需要拡大の

可能性。
－ －

8 木炭 1.8億円
(0.8億円)

▲0.1％
・水タバコが普及しており、それに必要な炭として高品

質な香炉炭の需要がある。
－ ・引き続き、水タバコ用に一定の需要が期待。

9 牛肉 1.2億円
(1.1億円)

35.0%
・高級食材として日本産和牛が伸びている。
（オーストラリア産の牛肉は広く普及）

・日本産牛肉の認知度の向上。
・サウジアラビア、トルコは輸入禁止の解除（検疫協

議）。

・認知度向上に向け、オールジャパン体制でプロモー
ションを実施。

・食肉処理施設の認定等を引き続き支援。
・輸出解禁に向けた検疫協議。

1
0

魚卵 1.2億円
(0.8億円)

2.4％
・日本食レストラン向けにいくらなどが輸出されている模
様。

－ －

●中東（主要ターゲットである４か国）への輸出は、主要な輸
出品目である清涼飲料水が、ＵＡＥでの商品規格の規則
改正への対応が遅れ、輸出額が大きく減少。

●全体の中でさばやまぐろなどの缶詰、菓子、ソース混合調味
料など加工食品の割合が大きい。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞ ※ 数値はサウジアラビア、カタール、UAE、トルコ合計

（輸出額はサウジアラビア、カタール、UAE、トルコ合計）
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輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【中東】

【トルコ】
○11月９日～11月12日、「MUSIAD EXPO」（イスタンブール）において日本食広報ブースを出展。（JETRO）
○３月15日、16日「料理学校と連携した日本茶ワークショップ」（イスタンブール）を実施。（JETRO）
○在トルコ大使館及び在イスタンブール総領事館において、天皇誕生日レセプションでは当地日本料理人を招へいして寿司パフォーマンスを行うなど、
和食や日本酒のPRを実施。（外務省）
○アンタルヤで開催された「アンタルヤ国際園芸博覧会」への参加を通じ、日本産花きや日本の園芸文化について紹介を行うとともに、
日トルコ花き産業関係団体間でのビジネス意見交換会を実施した。（農水省・外務省）
〇JETROにおいて、ウェブサイト上で調査レポート、マーケティング情報、バイヤーリスト等の提供を行うとともに、日本食材の輸出に関し問い合わせのあった業者に対して
インポーターを紹介。

【UAE】
○２月26日～３月２日、見本市「Gulfood 2017」（ドバイ）に出展、44社・団体が出品予定。（農水省・JETRO）
○2016年６月、「福島県会津米の中東初出荷記念行事及び商談会」（ドバイ）を実施。（JETRO）
○インストアショップを設置し、幅広い日本産品の試食とアンケート調査を行い、その結果を出品者にフィードバックし、新たな有望商品の発掘に取り組み。（農水省）

【サウジアラビア】
○2016年11月14日、「サウジアラビアにおける現地バイヤーへの日本食材試食商談会」（リヤド）を開催。（JETRO）

【国横断的実績】
〇国の認証基準情報を含んでいる「ハラール食品輸出の手引き」を充実させるため、実務部分の追加を検討中
○畜産物輸出特別支援事業による市場調査やハラール認証に関する調査結果も活用しながら、各国の認証基準情報を含んでいる「ハラール食品輸出の手引き」を充実さ
せるため、実務部分の追加を検討中。

○「牛角」（焼き肉）及び「屯ちん」（豚骨風ラーメン）等が現地企業とフランチャイズ契約。（クールジャパン機構）
○「マスカット・フェスティバル」に出展。富裕層向けに煎茶を売込。

輸入規制に関する主な取組

〇放射性物質規制
関係省庁が連携して、規制の緩和・撤廃の働きかけを実施し、７月にはカタール及びイスラエルが、12月にはＵＡＥが規制を緩和、イランが規制を撤廃した。

（農水省等）
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【アフリカ】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 さば 29.4億円 ▲30.1％
・主に船便・冷凍で輸出。
・他国への再輸出も行われている模様。

・品質面での差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。
・水揚げ量に応じて輸出量が変動。

・日本での水揚げの状況等に応じて変動。

2 播種用の種 1.2億円 ▲12.0％ ・にんじん、ほうれんそう等の野菜の種子を輸出。 － －

3 配合調製飼料 0.2億円 569.1％ （詳細不明） － －

4 いわし 0.03億円 ▲63.6%
・さば同様に広い購買所得者層の獲得により需要拡

大の可能性。
・品質面での差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。 ・日本での水揚げの状況等に応じて変動。

5 化工でん粉 0.01億円 ▲43.3％
（一般的に、食品分野では食感の改良や増粘安

定剤などとして使用されている。）
－ －

6 ペプトン 0.01億円 ▲90.2%
（一般的に、香料の原材料や微生物の培地などと

して使用されている。）
－ －

7
木製建具及び
建築用木工品

0.01億円 － （詳細不明） － －

●エジプトへの日本産品の輸出は、輸出額の９割以上を「さ
ば」が占める。

●さば以外では、「播種用の種」が輸出額１億円以上だが、そ
の他の品目の輸出額は非常に小さい状況。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞ ※数値はエジプトのみ
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輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【アフリカ】

【エジプト】
〇5月、エジプトの食品輸出促進イベント（FoodAfrica）にJETRO及び食品関連企業等が参加（日本の食品のエジプトへの輸出商談実施）。（外務省）
〇10月、味の素がカイロ大学と共催で「うま味」シンポジウムを10月に開催。（外務省）
〇10カ国程度の料理を紹介するイベント（Le Cuisine International Festival）に在外公館が参加し、日本食をPR。
〇Japan Festival(カイロ大学で開催）で、在外公館より日本食文化、当地日本食事情等を紹介。
〇平成29年3月18日・19日、日本食品関連企業とエジプト人ビジネスマンによる商談会実施。同時に、日本米を起源とするエジプト米生産１００周年記念シンポジウム
を動じ開催予定。（外務省）
〇平成29年１月末に、お茶会に当地政府高官、有力者等を招待。（外務省）
○在外公館で開催される天皇誕生日祝賀会レセプション等で日本食文化をPRしてもらうため、在外公館へ日本食、日本産新米や日本酒（梅酒・焼酎含む）を提供。
（農水省・外務省）
〇当地オーナー等が日本食レストラン、当地漁港、水産関連流通業者、輸入業者、政府関係者等に聞き取りを行い、市場調査を実施。（外務省）

【ケニア】
○TICAD（ケニア・ナイロビ）において、日本政府主催のレセプションにおける日本食コーナーの設置及び日本食を活用した栄養改善を推進していくためのシンポジウムを実
施。（農水省）
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【アメリカ】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年速

報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 ブリ 114億円 ▲2.0％
・生鮮の場合は航空便、冷凍の場合は船便輸送が一

般的。
・日本食レストランにおける需要が多い模様。

・他国産の安価な魚種（サーモン等）との競合。
・輸送中の鮮度維持。

・生産・加工・流通段階における品質・衛生管理技術
向上の取組、国内事業者への普及及び海外への
PRを実施。

2 アルコール飲料 102億円 8.6％
・2016年におけるアメリカへのアルコール飲料の輸出は、

輸出国中第１位。
・清酒は「SAKE」として広く認知されている。

・日本酒を消費する可能性が高い富裕層・中間層に対する
更なる潜在需要の掘り起こし。

・富裕層・中間層をターゲットとした影響力の大きい主
要都市でのPR。

3 ホタテ 76億円 ▲40.3％
・冷凍での船便輸出が一般的。
・加熱用（ステーキ、炒め物等）及び日本食レストラン

での需要が多い模様。

・ニーズは強いが、国際商材でもあり、価格変動により輸出
量は変動。

・生産に時間がかかるため、供給に制約。

・26年～27年の冬の低気圧等の影響で減産の見込
み。

・日本産の需要は強いが、生産の拡大には一定の期
間（生産手法によるが２～４年）が必要。

・アメリカの自主減産の終了が影響する可能性。

4
ソース混合
調味料

59億円 3.4％
・マヨネーズやカレーソース、とんかつソースに加えて、生姜

焼きソースなど簡単に日本の味が出せる調理用のソー
ス類が日系市場を中心に流通。

・輸出専用パッケージの開発や生産ラインの構築に係る費用
負担、期間

・現地の関係法令等のリアルタイムな情報の確保
－

5 緑茶 48億円 10.1％
・健康志向を背景に需要が増加している。緑茶、緑茶

使用飲料、抹茶デザートなどを扱うカフェが増加してい
る。

・残留農薬規制への対応。

・残留農薬に関する情報提供､アメリカの基準をクリア
する栽培方法等の推進。

・日本で使用される農薬のインポートトレランスの設定
への対応

6 ごま油 40億円 ▲1.7％
・韓国系・中華系現地居住者への販売が主であり、人

口増(移民増)により、需要も増加。
・他国産ごま油との競合・差別化。

・現地系スーパーへの販売や、製造メーカーへの納入
により、更に数量増を目指す。

7 練り製品 32億円 18.0％
・かまぼこについては、日系人の他、韓国・中国などアジ
ア系の人々から一定の需要がある模様。

・かまぼこについては、アジア系以外の人々への認知度向上・
需要拡大。

－

8 真珠 31億円 ▲12.2％
・リーマンショック後、輸出額の低迷が続いている状況

（リーマンショック前の2007年は96億円）。
・主に半製品の状態で輸出。

－ －

9 清涼飲料水 27億円 13.2％
・炭酸飲料の販売は減少傾向。消費者の健康志向に

伴い茶類等の選択も増加。
・並行輸入への対応。
・輸出専用パッケージの開発や生産ラインの構築等。

－

1
0

牛肉 21億円 24.4% ・ロース、ヒレ等の高級部位を中心に需要。
・ロース、ヒレ等の高級部位だけでなくバラ肉等の部位の販売
促進。

・高級部位以外の部位もあわせたプロモーションの実施。

●アメリカは、日本の農林水産物・食品の輸出先第２位。

●品目では、ホタテやブリなどの水産物が大きく減少した一方
で、アルコール飲料やソース混合調味料などの加工食品は堅
調に伸びている。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【アメリカ】

○「Summer Fancy Food Show」（ニューヨーク、6/26～28）、「Winter Fancy Food Show 2017」（サンフランシスコ、1/22～24）、「Seafood Expo North
America2017」（ボストン、3/19～21）、商談会（ロサンゼルス、3/10）といった各地の見本市・商談会による支援を実施（農水省・JETRO）

〇商談会7件で各1社ずつバイヤーを招へい。（農水省・経産省・JETRO）

〇「Florida Restaurant & Lodging Show」（オーランド、9/27～9/29）に広報ブースを出展。（JETRO）

〇「日本酒セミナーおよび試飲会」（シアトル・ポートランド、２月）、「日本酒セミナー」（シカゴ、３月）を開催。（JETRO）

○インストアショップを設置し、幅広い日本産品の試食とアンケート調査を行い、その結果を出品者にフィードバックし、新たな有望商品の発掘に取り組み。（農水省）

○クールジャパン機構が出資する日本茶カフェのロサンゼルス１号店がオープン。（経産省）

○「食」をテーマとしたイベント「LA Times The Taste」に初出展し、JETROと共同で日本食・酒のPRを実施（観光庁・JNTO）

〇茶文化を紹介し、日本茶をPRするため、北米、EUを中心に海外在住の日本茶インストラクターを｢日本茶大使｣に任命。（日本茶輸出促進協議会）

○平成28年９月、ニューヨークにおいて国連総会出席のために訪米した各国大統領等のVIPに対して、安倍総理による日本食普及レセプションを開催。（農水省）

○ニューヨーク国連総会に併せて開催された日本食啓発イベントにおいて、国税庁職員を派遣し、日本産酒類のＰＲを実施。（財務省）

○平成29年１月、ニューヨーク総領事館にて金融関係者を対象に行われたレセプションにおいて日本産酒類のＰＲに協力。（財務省）

○平成29年３月、ワシントンＤＣにてＩＭＦ幹部職員や各国理事室職員を対象に開催予定のレセプションにおいて、日本産酒類のＰＲに協力予定。（財務省）

○在外公館にて、和食レクチャー、日本食普及の親善大使による日本食イベント、和菓子ワークショップ、日本食を用いたレセプション等、日本食関連イベントを４８件開催
（外務省）

○イベントの機会を捉えた情報提供・マッチングや、個別の要請を受けての情報提供等を実施（外務省）

○平成28年11月、現地料理学校において、日本食普及の親善大使を講師とした、寿司に関する食品衛生管理等の知識・調理技能の向上、日本産食材の魅力を理解
した料理人を育成する為の寿司講習会を開催。（農水省）

○平成29年２月、海外流通事業者に所属するシェフに対し、日本食のセミナーを実施。そのシェフが各自のレストランで、日本食を提供する食イベントを実施。（農水省）
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輸入規制に関する主な取組

国・地域別取組内容【アメリカ】

〇動物検疫
米国側で日本産豚肉、鶏肉及び鶏卵に係るリスク評価を実施中。（農水省）
○牛肉
・輸出施設認定に必要な衛生条件等を満たす施設を整備（３施設が竣工）。（農水省）
・「輸出環境課題の解決に向けたＨＡＣＣＰ知識向上講習会」を開催。（農水省）
〇植物検疫
・技術的協議の結果、平成28年７月、九州４県産（福岡、佐賀、長崎及び熊本）うんしゅうみかんの輸出解禁。（農水省）
・かきについては、平成28年10月、米国側のパブリックコメント終了。（農水省）
・なし、メロン及びりんごの輸出解禁等に向け、米国側のリスク評価のための情報を提出するとともに、検疫協議等を実施。（農水省）
○食品添加物
・クチナシ青については、本年度輸出環境整備推進事業を活用し、添加物製造事業者団体が米国FDAとの協議を行い、承認申請時に提出すべきデータの種類及びデータ
取得のための安全性試験の実施方法について確認。また、一部の安全性試験を開始。（農水省）
・クチナシ黄については、本年度輸出環境整備推進事業を活用し、添加物製造事業者団体が在米コンサルタントの助言を得つつ承認申請に向けた準備及び米国FDAとの
事前協議の調整を開始。（農水省）
・ベニコウジ赤については、添加物製造事業者団体が、技術面、費用面を考慮した結果、平成28年度の米国FDAへの申請準備は行わないこととした。（農水省）
○茶の残留農薬基準
・産地からの要望の強い農薬のインポートトレランス申請に必要な残留農薬試験を実施済み（3件）。申請準備中。
・残留農薬に関する情報について、農林水産省ホームページにて公開し、使用可能な農薬を周知徹底。
・静岡県等の４府県において米国の残留農薬基準を満たす防除マニュアルを作成中
○ アメリカ食品安全強化法
・ジェトロが主要都市での解説セミナー、FSMA対策先進企業見学会、PCQI（予防管理適格者）養成セミナー等を実施するとともにホームページ上に細則の和訳や解説
を掲載。また、FSMAメールマガジン等により逐次情報提供を実施。（農水省）
・ジェトロが委託した米国弁護士等から事業者がアドバイスを受けられるコンサルティングサービスを提供する体制を構築し運用を開始するとともに、米国の専門家を日本に招
へいし、直接相談できる機会を提供。（農水省）
〇放射性物質関係
我が国が出荷規制を解除したことに伴い、輸入規制を随時緩和（７、８、９、10、12月）。（農水省）

○日本酒造組合中央会が国際空港キャンペーンの次なる発展型の検討や免税売店の活用を図ることにより、訪日観光客を対象とした効果的なPRやインバウンドの対応
を強化。（財務省）
○酒類輸出業者へ情報提供することを念頭に、現地における酒類の輸入に関する規制等の情報収集等を実施。（財務省）
○市場視察ミッション（11/7～11/12）、市場ニーズ調査（ロサンゼルス・シカゴ、11月）の実施。（JETRO）
○Berkeley Bowlでのテスト販売の実施。（JETRO）
○eコマースによるテスト販売（ロサンゼルス）の実施
○高電圧方式による鮮度保持効果の高い海上コンテナが民間事業者により実用化。（国交省）

輸出拡大に向けた主な取組
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【カナダ】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1
アルコール飲

料
6.5億円 33.6％ ・2016年の実績では日本酒が約6割。

・カナダでは酒類の流通について各州で異なる規制がある
ため、酒類業者が状況を十分に把握しておくことが必
要。

・酒類に関する規制など州ごとの違いに着目した調
査等を実施。その結果を踏まえた販路開拓。

2 ホタテ貝 6.3億円 186.3％
・冷凍での船便輸出が一般的。
・加熱用（ステーキ、炒め物等）及び日本食レスト

ランでの需要が多い模様。

・高品質のカナダ産との競合。
・生産に時間がかかるため、供給に制約。

・26年～27年の冬の低気圧等の影響で減産の見
込み。

・日本産の需要は強いが、生産の拡大には一定の
期間（生産手法によるが２～４年）が必要。

3 ごま油 5.9億円 33.7％ ・韓国系や中華系がメインのターゲット。
・（カナダのごま油の輸入関税は比較的高く、NAFTAに

より無税で輸入できる）メキシコ産や中国産などとの差
別化。

・TPPにより関税の問題がクリアされ、不利な状況が
解消されることを期待。

4
ソース混合
調味料

5.0億円 8.6％
・マヨネーズやドレッシングを輸出している事業者が見

られる。
－ －

5 緑茶 4.3億円 2.4％
・健康志向を背景に需要が増加している。緑茶、緑

茶使用飲料、抹茶デザートなどを扱うカフェも増加。
・残留農薬基準に関する情報を把握できていない。

・残留農薬基準に関する情報の把握及びそれに基
づく対応。

6 ひらめ・かれい 4.3億円 － （詳細不明）

7 さば 3.7億円 ▲20.0％ ・加工原料向けが主と考えられる。 － －

8 ゼラチン 3.4億円 ▲5.4％ ・健康食品等のカプセル向けの需要。
・健康食品等のカプセル向け以外は他国輸入品との価

格差が大きい。
・引き続き、一定量は健康食品等のカプセル向けと

して輸出が発生する見込。

9 ぶり 2.8億円 9.3％
・生鮮の場合は航空便、冷凍の場合は船便輸送が
一般的。
・日本食レストランにおける需要が多い模様。

・他国産のより安価な魚種（サーモン等）との競合。
・輸送中の鮮度維持。

・生産・加工・流通段階における品質・衛生管理技
術向上の取組、国内事業者への普及及び海外
へのPRを実施。

1
0

菓子
（米菓を除く）

1.8億円 3.7％
・アジア系が多い西海岸（バンクーバー）での販売が
主。

－ －

●カナダは、日本の農林水産物・食品の輸出先第12位。

●隣国のアメリカ向けの輸出上位品目と類似する点が多いが、
保存のきく加工食品や冷凍で輸出できる水産物が輸出の中
心。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【カナダ】

〇 「日本酒商談会」（トロント、6/4）、「大分県食品商談会」（バンクーバー、11/15）、「日本酒プロ向けセミナー」及び市場調査(バンクーバー、6/3～4）、「日本
産柿普及促進事業」市場調査及び「プロ向けセミナー」（バンクーバー、10/25）を実施。(JETRO）

〇 商談会5件で各1社ずつバイヤーを招へい。（経産省・JETRO）

○ 東京において、有力バイヤー2社の商談をアレンジ（9/1～２、10/４）。（JETRO）

○ 海外流通事業者に所属するシェフに対して、日本食のセミナーを実施し、そのシェフが各自のレストランで、日本食を提供する食イベントを実施。（農水省）

〇 在外公館にて、日本酒セミナー、レセプション等、日本食関連イベントを１３件開催（外務省）

〇 在外公館にて、日本食関連イベントの機会を捉えた情報提供・マッチングや、個別の要請を受けての情報提供等を実施（外務省）

○ 日本酒造組合中央会がレストラン関連業界の展示会「レストランカナダショー」（トロント）へ出展。（財務省）

○ 日本酒造組合中央会が国際空港キャンペーンの次なる発展型の検討や免税売店の活用を図ることにより、訪日観光客を対象とした効果的なPRやインバウンドの対応
を強化。（財務省）

○ 酒類輸出業者へ情報提供することを念頭に、現地における酒類の輸入に関する規制等の情報収集等を実施（財務省）

○ 宇治茶PR事業にプレス1社を派遣。（JETRO）

○ 食品小売店舗視察（バンクーバー）、宇治茶北米市場調査（モントリオール）、水産品市場調査を実施。（農水省）

輸入規制に関する主な取組

○ 牛肉
・ 輸出施設認定に必要な衛生条件等を満たす施設を整備（３施設が竣工）。（農水省）
・ 「輸出環境課題の解決に向けたＨＡＣＣＰ知識向上講習会」を開催。（農水省）
○ 植物検疫
・ 平成28年８月、日本産なしの全国からの輸出解禁（これまでは鳥取県のみ）。同年11月に、貨物での初輸出が行われ、在カナダ日本国大使館主催のレセプションへ
の提供が実現。 （農水省）

・ 平成28年９月、日本産なしの携行品での輸出解禁。（農水省）同年11月に携行品での初輸出が行われ、バンクーバーで開催された商談会への出品が実現。
・ 平成28年10月、日本産りんごの全品種の輸出解禁（これまでは「ふじ」のみ）。また、同年10月、携行品での輸出解禁。（農水省）
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加工食品

農産物

林産物

水産物

為替レート

（右軸）

農林水産物・食品の輸出額と為替レート（円／ブラジル・レアル）の推移
（億円）

（円／ブラジル・レアル）

（年）

【中南米】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年速

報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 播種用の種 10.8億円 7.4％
・野菜の種が多い。主にかぼちゃ、キャベツ、ねぎ、にんじ

ん。
－ －

2 メントール 8.7億円 ▲46.9％ ・日系企業のメキシコ自社工場向け原料輸出等。 － －

3 さば 4.6億円 260.6% ・飼料用として輸出されている模様。 ・現地の水揚量に応じて輸出量が変動。
・現地の不漁による一時的な輸出増であり、安定
的な輸出にならない可能性あり。

4 魚油 2.5億円 ▲37.2% ・飼料用として輸出されている模様。 -

5
アルコール飲

料
1.8億円 10.4％

・2016年の実績では日本酒が約80％を占める。
・日本酒の消費はサンパウロに集中。

－ ー

6
ソース混合
調味料

1.6億円 ▲13.1％ （詳細不明） － －

7 ゼラチン 1.1億円 180.0% （詳細不明） － －

8 化工でん粉 1.0億円 ▲2.8％
（一般的に、食品分野では食感の改良や増粘安定

剤などとして使用されている。）
－ －

9
菓子

（米菓を除く）
0.9億円 35.9％

・一部メーカーが日系人向けに飴菓子をコンスタントに
輸出している（ブラジル）。

1
0

ラノリン 0.9億円 ▲4.4％
（一般的に、食品分野ではガムベースの添加剤や光

沢剤等として使用されている。）
－ －

●中南米は、寿司などの日本食は普及しているものの、日本産
食品の輸出は少ない。

●ソース混合調味料やアルコール飲料など長時間の輸送に耐え
うる品目や加工原料が中心。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞ ※ 数値はメキシコ、ペルー、チリ、ブラジル合計

（メキシコ、ペルー、チリ、ブラジル合計）
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輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【中南米】

【ブラジル】
○平成28年７月、サンパウロで開催された「フェスティバル・ド・ジャポン」の場を活用した日本食普及イベントを実施。（農水省）
○ リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック競技大会における日本食文化週間を実施。
○ オリンピック・パラリンピックリオ大会の機会を活用し、国税庁職員を派遣して日本産酒類のＰＲを実施（財務省）
〇 平成29年GWのジャパン・ハウス（サンパウロ）オープンに向け、日本食も含めた日本文化の情報発信のあり方、具体的内容について検討（外務省）
〇 日本祭りにおいて、日本食や日本酒のレクチャー、デモンストレーションを実施。（外務省）
〇 大型BtoBフードショーである「アジアンジャパンフードショー」等のイベントに出展し、日本食や日本酒のレクチャー、デモンストレーションを実施（外務省）

【ペルー】
○ 南米最大級の食品見本市「EXPOALIMENTARIA」にて大使館とＪＥＴＲＯの共催で日本食材及び日本食器を出展した。（外務省）
○ ペルー日系人団体主催のイベント（祭り、日本文化週間内イベント「Festival Gastronómico Japonés」）にてペルーの県人会が日本食を紹介。（外務省）
○ 南米最大の食の祭典「ミストゥーラ」にて、主催者が日本人料理人を招待し、日本食の紹介イベントを実施。（外務省）
○ 天皇誕生日祝賀レセプションにて、現地日系レストランによる日本食紹介ブースを設置すると共に、日本産新米及び日本酒の試食・試飲を実施。（外務省）

【メキシコ】
○ 日墨協会設立６０周年記念「日本祭り２０１６」を実施し、２日間で５万４７２人が入場。他15件のイベントを実施。（外務省）
〇 「Expo Antad 2017」（メキシコ・グアダラハラ、3/7～9）に14社・団体が出展予定。

【チリ】
○ 見本市「Espacio Food & Service 2016」（チリ・サンティアゴ、9/27～29）に4社が出展。日本食の関心が高まっているものの、日本産食材がほとんど流通してい

ないため、出品者からは新規市場としてのチリへの期待の声が寄せられた。（農水省・JETRO）

【日本国内】
〇 国内商談会3件においてそれぞれメキシコ、チリ、コロンビアからバイヤーを招へいした（経産省・JETRO）

○ 在ブラジル大使館において，JICAボランティアの協力の下、日系商工会議所と共催で、現地レストラン関係者を対象に日本食に関する講演会及びデモンストレーション
を実施し、現地の食材を使った日本食の作り方をレクチャー。（１件）

〇 天皇誕生日祝賀レセプション等の在外公館で開催されたイベントにおいて、日本食、日本酒等の提供（14件）や展示ブース、試食コーナーを設置し、国産米、日本企
業製品等のＰＲ（５件）を実施。
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輸入規制に関する主な取組

国・地域別取組内容【中南米】

○ 牛肉
・輸出施設認定に必要な衛生条件等を満たす施設を整備（３施設が竣工）。（農水省）
・「輸出環境課題の解決に向けたＨＡＣＣＰ知識向上講習会」を開催。（農水省）
・平成28年７月、ブラジル向け畜水産加工品（携帯品）の輸出を解禁。（農水省）
・ブラジル向け牛肉輸出施設として４施設認定。（農水省・厚労省）

○ 植物検疫
・技術的協議の結果、平成28年６月、ペルー向け精米、玄米、豆類等の携行品での輸出を解禁。（農水省）

○ 二国間対話
・ブラジルについて第2回穀物輸送インフラ改善セミナーを実施し、ビジネス環境の整備を働きかけを実施。（農水省）
・要人の会談等を通じ、輸入規制の撤廃や検疫案件の早期解決について働きかけを実施。（農水省）
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【大洋州】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 清涼飲料水 25億円 21.4％ （並行輸出が多く、輸出の詳細は不明。） － －

2
ソース混合
調味料

20億円 14.6％ （詳細不明） － －

3
アルコール飲

料
17億円 6.0％

・日本酒は多くの人に認知されているが、普及している
とまでは言えない状況。

・日本酒の販路拡大。
・富裕層・中間層をターゲットとした日本酒の需要拡

大に向けたPR。

4 ホタテ貝 8.0億円 ▲0.4％
・冷凍での船便輸出が一般的。
・加熱用（ステーキ、炒め物等）及び日本食レストラ

ンでの需要が多い模様。

・ニーズは強いが、国際商材でもあり、価格変動により
輸出量は変動。

・生産に時間がかかるため、供給に制約。

・26年～27年の冬の低気圧等の影響で減産の見
込み。

・日本産の需要は強いが、生産の拡大には一定の
期間（生産手法によるが２～４年）が必要。

5 醤油 7.0億円 6.2％ ・日本食店の増加により、需要が拡大。 －
・日本食には、日本の醤油を使用してもらうための

PR強化

6 スープ ブロス 4.0億円 29.2％ （詳細不明） － －

7
播種用の種、
果実及び胞子

2.8億円 46.4% ・野菜種子が中心。ホウレンソウ、カボチャが多い。 － －

8 緑茶 2.4億円 4.7％
・緑茶の販売は徐々に増加。
・中国から安い緑茶が入っている。

・消費者の嗜好等の把握。 ・消費者の嗜好等の把握。

9 配合調製飼料 2.3億円 ▲64.8％ （詳細不明） － －

1
0

菓子
（米菓を除く）

2.0億円 ▲4.0％
・キャンデー、チョコレートなど。
・中華系人種向けの需要が主で、並行輸入により中

華系のお店で販売。
・表示規制等への対応。 －

●オーストラリアは、日本の農林水産物・食品の輸出先第9
位。

●日本からの距離が遠いことや農産物・水産物に関する検疫
条件が整っていないことなどから、加工食品が輸出の中心。日
本食の普及によりソース混合調味料やスープブロスなどの輸出
も伸びている。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞ ※ 数値はオーストラリア、ニュージーランド合計

（オーストラリア、ニュージーランド合計）
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輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【大洋州】

【豪州】
○現地・外国料理の料理人や消費者に対して影響力のある者等に対し、豪州内の在外公館において又は同公館の支援により15件の日本食材の紹介を実施。
○32件の現地バイヤーの紹介やマッチング等を実施。
○日本食普及の親善大使を講師とした料理講習会を大使公邸にて行い、日本産食材及び日本食・食文化の普及を実施（農水省）
○「日本の調味料 マスタークラス」（オーストラリア・シドニー）の実施（農水省）
○現地・外国料理の料理人や消費者に対して影響力のある者等を招待することを通じて、豪州内の在外公館において又は同公館の支援により15件の日本食材の紹介を
実施。（外務省）
○日本酒造組合中央会が国際空港キャンペーンの次なる発展型の検討や免税売店の活用を図ることにより、訪日観光客を対象とした効果的なPRやインバウンドの対応を
強化（財務省）
○グルメ雑誌「Delicious」に純広告及び日本食に関する記事広告を掲載。（観光庁・JNTO）
○農水省と連携し、日本食魅力発信ポータルサイト「Taste of Japan」について、JNTO公式SNSサイトにて紹介し、発信。（観光庁・JNTO）
○長期在外派遣等を活用した酒類に関する情報収集体制を整備し、情報を収集。（財務省）

【ＮＺ】
○農林水産省の主催によるイベント（Taste of Japan）を５月に大使公邸にて開催し、閣僚等ＮＺ政財界関係者に日本食材の紹介を実施。（外務省）
○上記イベントの一環として、市内の日本食レストラン等の協力を得て、広く一般を対象に家庭での日本食普及推進イベントを開催。（外務省）
○当地の日本食材輸入・販売業者、日本食レストラン関係者と面談を行い、当地で日本食の普及に係る事業を行う上での懸念事項、問題点を調査するとともに、地域の
日本食普及の状況に係る情報提供を年15回程度実施。（外務省）

輸入規制に関する主な取組

○動物検疫
豪州側で日本産生鮮牛肉に係るリスク評価を実施中。（農水省）

○植物検疫
技術的協議の結果、平成28年５月、玄米の輸出解禁。（農水省）

○牛肉
・「輸出環境課題の解決に向けたＨＡＣＣＰ知識向上講習会」を開催。（農水省）

○二国間対話
・豪州に対し、日豪ハイレベル農業対話、要人の会談等を通じ、検疫案件の早期解決について働きかけを実施。（農水省）
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【EU】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1
アルコール飲

料
53億円 ▲3.1％

・日本のウイスキーは人気。
・日本酒の認知度は低い。

・ウイスキーの供給量確保に課題。
・日本酒の認知度の向上。需要の掘り起こし。

・ウイスキーの供給量が確保できれば、ウイスキーの
輸出を伸ばせる可能性。

・日本酒の魅力をPRし、認知度の向上を図る。

2 ホタテ貝 35億円 10.0％
・冷凍での船便輸送が多い模様。
・フランス料理の食材としても使用されている模様。

・国際商材でもあり、価格変動により輸出量は変動。
・生産に時間がかかるため、供給に制約。
・対EU・HACCP認定の取得。

・26年～27年の冬の低気圧等の影響で減産の見
込み。

・日本産の需要は強いが、生産の拡大には一定の
期間（生産手法によるが２～４年）が必要。

・対EU・HACCP認定の促進。

3
ソース混合
調味料

25億円 26.9％
・ウスターソース類、マヨネーズを輸出している企業が

ある。
・EU規制の運用次第では、動物性エキスや卵を原材料

に使用している商品の輸入が認められなくなる可能性。
－

4 緑茶 23億円 14.1％
・欧州ではオーガニックでの日本茶の引き合いが高い。
・健康志向からノンカフェインのほうじ茶なども期待。

・残留農薬規制への対応。

・農薬の登録情報等の収集・提供。有機栽培の推
奨やEUの基準をクリアする栽培方法等の推進。

・安全・健康イメージのPRの強化。
・ノンカフェインの茶の輸出の可能性の検討。

5 醤油 19億円 2.2％ ・日本食のうち寿司人気が高く、増加が期待される。 ・他国産との差別化。 －

6 播種用の種等 18億円 ▲13.9％
・草花の種と野菜の種がおよそ６：４の割合。
・草花ではヒマワリ、野菜ではかぼちゃ、キャベツ、だい

こんが多い。
－ －

7 ラノリン 12億円 ▲3.7％
（一般的に、食品分野ではガムベースの添加剤や

光沢剤等として使用されている。）
－ －

8 牛肉 12億円 12.8%
・輸入解禁後顕著な伸びがあり、増加が期待される。
・アジアやアメリカと比べ、サシの比較的少ない肉（３
等級）を好む人も多い。

・ロース、ヒレ等の高級部位だけでなくバラ肉等の部位の
販売促進。

・高級部位以外の部位もあわせたプロモーションの実
施。

9 メントール 11億円 ▲11.2％ （詳細不明） － －

1
0

錦鯉等 11億円 1.6％
・商品の価格に応じて、高所得層から一般層まで鑑

賞用として一定の需要有り。
－ －

●ＥＵへの輸出は、アルコール飲料や緑茶、ソース混合調味料
や醤油などの調味料のほか、ホタテや牛肉などの単価の高い食
材が多い。

●ＥＵ内では、オランダ向けの輸出が114億円で最も多いが、
オランダはＥＵの物流の中心であり、オランダからＥＵ内の国々
への再輸出が多いと考えられる。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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【ドイツ】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 緑茶 13.0億円 ▲0.4％
・欧州ではオーガニックでの日本茶の引き合いが高い。
・2009年からの5年間で日本からの輸出額が2倍以

上増加しており、今後も増加期待。
・残留農薬規制への対応。

・農薬の登録情報等の収集・提供。
・有機栽培の推奨やEUの基準をクリアする栽培管

理方法の推進。

2 ラノリン 9.4億円 21.3％
（一般的に、食品分野ではガムベースの添加剤や

光沢剤等として使用されている。）
－ －

3
ソース混合
調味料

4.6億円 30.6％ ・日本食(照り焼き)人気などから増加が期待される。
・EU規制の運用次第では、動物性エキスや卵を原材料

に使用している商品の輸入が認められなくなる可能性。
－

5 錦鯉等 3.1億円 1.9％
・EU圏内では、オランダなどと並んで、錦鯉の人気が

高い。
－ －

4 醤油 2.6億円 ▲13.8％ ・日本食(寿司)は人気が高く、増加が期待される。 － －

7
アルコール飲

料
2.3億円 3.9％

・2016年の輸出額に占める品目別割合では、日本
酒が約８割。高付加価値の日本酒に需要。

・日本酒の認知度の向上。 ・日本酒の魅力のPR。

6 真珠 2.2億円 ▲6.6％
・半製品（輸送のために仮糸を通したものやばら

玉）としての輸出が多い模様。
－ －

8 ペプトン 1.9億円 ▲5.6％
（一般的に、香料の原材料や微生物の培地などと
して使用されている。）

－ －

9 牛肉 1.9億円 ▲7.5%
・輸入解禁後顕著な伸びがあり、増加が期待される。
・アジアやアメリカと比べ、サシの比較的少ない肉（３

等級）を好む人も多い。

・ロース肉、ヒレ肉等の高級部位だけでなく、バラ肉等の
多様な部位の販売促進が必要。

・統一マークの利用だけでなく、オールジャパン体制で
の輸出促進。

・多様なランク・部位の販売促進。

1
0

ホタテ貝 1.6億円 109.3% ・外食店向け等への冷凍の船便の輸出が多い模様。

・ニーズは強いが、国際商材でもあり、価格変動により輸
出量は変動。

・生産に時間がかかるため、供給に制約。
・対EU・HACCP認定の取得。

・26～27年の冬の低気圧等の影響で減産。
・日本産の需要は強いが、生産の拡大には一定の

期間（生産手法によるが２～４年）が必要。
・対EU・HACCP認定の促進。

●ドイツは、日本の農林水産物・食品の輸出先第14位。

●輸出額の約２割が緑茶。日本からの緑茶の輸出先としては
アメリカに次ぐ２位。

●ソース混合調味料、醤油やアルコール飲料などの加工食品も
多い。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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【イギリス】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1
ソース混合
調味料

7.6億円 35.0％
・日本産食材としてカレールウ等を用いるレストランも

あり、増加が期待される。
・EU規制の運用次第では、動物性エキスや卵を原材料

に使用している商品の輸入が認められなくなる可能性。
－

2
アルコール飲

料
5.8億円 32.0％

・2016年の輸出額に占める品目別割合では、日本
酒が約６割。

・ビール・ワインといった馴染みのあるアルコール飲料を飲む
傾向。

・日本酒の購買層は富裕層やビジネスマンなど限定的で
あり、需要の掘り起こしが課題。

・富裕層をターゲットとした影響力の大きい主要都市
における日本酒のPR。

3 醤油 5.4億円 1.7％
・日本食のうち寿司人気が高く、増加が期待される。
・日本の醤油を輸出し、現地で醤油加工品（めんつ

ゆ等)を製造し、販売している例もあり。
－ －

4 牛肉 4.3億円 20.9%
・輸入解禁後顕著な伸びがあり、増加が期待される。
・アジアやアメリカと比べ、サシの比較的少ない肉（３

等級）を好む人も多い。

・ロース肉、ヒレ肉等の高級部位だけでなく、バラ肉等の
多様な部位の販売促進が必要。

・統一マークの利用だけでなく、オールジャパン体制で
の輸出促進。

・多様なランク・部位の販売促進。

5 清涼飲料水 2.8億円 ▲7.6％
・ファストフードやスナック菓子の人気が伝統的に強く、

セットメニューのドリンクとして増加が期待される。
・近年砂糖税の導入が提案されるなど、健康志向が強

まっており、志向に合致した商品の提供も重要。
－

6 錦鯉等 2.4億円 ▲5.7％
・商品の価格に応じて、高所得層から一般層まで鑑

賞用として一定の需要有り。
－ －

7 緑茶 1.9億円 55.0%
・欧州ではオーガニックの日本茶の引き合いが高い。
・抹茶、玉露に対するニーズが高い。

・残留農薬規制への対応。
・農薬の登録情報等の収集・提供。
・有機栽培の推奨や、EUの基準をクリアする栽培管

理方法の推進。

8 ラノリン 1.9億円 ▲54.8％
（一般的に、食品分野ではガムベースの添加剤や

光沢剤等として使用されている。）
－ －

9 スープ ブロス 1.6億円 13.2％ ・日本食の普及に伴い輸出が増加。
・EU規制の運用次第では、動物性エキスや卵を原材料

に使用している商品の輸入が認められなくなる可能性。
－

1
0

ゼラチン 1.3億円 3.0% （詳細不明） － －

●イギリスは、日本の農林水産物・食品の輸出先第17位。

●ソース混合調味料や醤油、アルコール飲料など加工食品が
中心。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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【フランス】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1
アルコール飲

料
26.2億円 3.0％

・2016年の輸出額に占める品目別割合では、ウイ
スキーが約９割（輸入されたウイスキーは、欧州
内の各国に再輸出されている模様）。

・日本酒の輸出も増加。

・ウイスキーの供給量確保に課題。
・日本酒の認知度の向上。

・ウイスキーの供給量が確保できれば、ウイスキーの
輸出を伸ばせる可能性。

・富裕層をターゲットとした影響力の大きい主要都市
における日本酒のPR。

2 ホタテ貝 3.8億円 3.7％ ・冷凍での船便輸送が多い模様。

・ニーズは強いが、国際商材でもあり、価格変動により輸
出量は変動。

・生産に時間がかかるため、供給に制約。
・対EU・HACCP認定の取得。

・26～27年の冬の低気圧等の影響で減産。
・日本産の需要は強いが、生産の拡大には一定の

期間（生産手法によるが２～４年）が必要。
・対EU・HACCP認定の促進。

3 醤油 3.7億円 10.8％
・フランス料理にも活用されはじめている。
・砂糖で甘みをつけた醤油が定着している。

－ －

4 緑茶 3.2億円 46.5％
・抹茶アイスなどスイーツとして人気が高く、日本食の

普及と共に増加見込み有り。
・残留農薬規制への対応。

・農薬の登録情報等の収集・提供。
・有機栽培の推奨や、EUの基準をクリアする栽培管

理方法の推進。

5
ソース混合
調味料

2.0億円 14.6％
・お好み焼き、丼もの、照り焼き等、日本風の甘辛い

味付けが人気。
・EU規制の運用次第では、動物性エキスや卵を原材料

に使用している商品の輸入が認められなくなる可能性。
－

6 スープブロス 1.9億円 62.6%

7 植物の液汁 1.8億円 38.2％ （詳細不明） － －

8 ペプトン 1.6億円 ▲6.7％
（一般的に、香料の原材料や微生物の培地などと

して使用されている。）
－ －

9 化工でん粉 1.5億円 32.4%
（一般的に、食品分野では食感の改良や増粘安

定剤などとして使用されている。）

1
0

播種用の種 1.4億円 ▲14.0％ ・野菜の種が多い。主にかぼちゃ、キャベツ。 － －

●フランスは、日本の農林水産物・食品の輸出先第15位。

●輸出額の４割以上がアルコール飲料。

●そのほか、ホタテや醤油、緑茶などの輸出が増加。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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【イタリア】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年速

報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1 植木等 3.8億円 10.4％
・本物の日本庭園を求める富裕層に評価。
・盆栽の人気が高く、盆栽文化が根付いており、輸出

は増加傾向。

・近年、急激に輸出量が増加したため、一部の品目（イヌ
マキ）の資源の枯渇が懸念。

・クロマツ盆栽の輸出条件設定に向けたEU側との協
議の実施。

・新商材（ツゲ・カエデ・マツ等）のプロモーションの強
化。

2 レシチン 3.6億円 81.9％
（一般的に、食品分野では乳化剤として使用されて

いる。）
－ －

3 真珠 3.3億円 ▲1.5％
・半製品（輸送のために仮糸を通したものやばら玉）

としての輸出が多い模様。
－ －

4
ソース混合
調味料

1.8億円 70.1％ ・ウスターソース類を輸出している企業がある。
・EU規制の運用次第では、動物性エキスや卵を原材料に

使用している商品の輸入が認められなくなる可能性。
－

5 のり 1.6億円 13.1％
・寿司等に用いるため、日本食レストラン向けが多い模

様。
－ －

6
アルコール飲

料
1.4億円 ▲11.4％ ・日本酒の伸びは微増傾向。 ・ミラノ万博による効果の継続。

・ミラノ万博を通じて形成したネットワークを活用し、レ
ストラン等への日本酒を普及。

7 醤油 1.0億円 ▲7.4％ ・日本食品販売店でよく売れている模様。 － －

8 播種用の種 1.0億円 ▲3.8％ ・野菜の種が多い。主にだいこん、キャベツ。 － －

9 小麦粉 0.8億円 189.2%

1
0

化工でん粉 0.8億円 ▲10.0％
（一般的に、食品分野では食感の改良や増粘安定

剤などとして使用されている。）
－ －

●イタリアは、日本の農林水産物・食品の輸出先第20位。

●突出して金額の大きな輸出品はないが、品目別の輸出額で
は盆栽などの「植木等」が3.8億円で最大。

●寿司の人気が高く、「のり」の輸出も増加。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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輸出拡大に向けた主な取組

【ドイツ】
○ 日本産農水産物・食品商談会をドイツ・ハンブルクにて3月16日～17日に開催し、10社・団体が参加予定（農水省・JETRO）

〇 バイヤー招へい商談会3件で各1社ずつバイヤーを招へい（農水省・経産省・JETRO）

〇 現地メディアの日本食材（日本酒、海藻）紹介報道への協力及び日本へのメディア派遣（日本茶）を実施。（JETRO）

○ パリや日本からの日本人料理人がベルリンに参集し、地震が発生した熊本県をはじめとした九州各県の農林水産物を活用した料理を提供し、農産物の魅力をＰＲ（外
務省）。

○ 「ノルトライン＝ヴェストファーレン州創設７０周年記念祭」に日本企業の日本産ワインのブースを出展し、試飲会及び在デュッセルドルフ総領事によるワインに関する講演
会を実施（外務省）。

○ 在ドイツ大使館多目的ホールにおいて、在ドイツ大使館主催、日本茶輸出促進協議会の共催にて、日本茶に関する講演、日本茶の点て方の実演，試飲会を開催。

○ 在デュッセルドルフ総領事館での公邸会食、大型レセプションを利用し、現地の要人に日本食・日本酒・日本産ワインを積極的に提供（外務省）。

○ デュッセルドルフの「日本デー文化交流等」オープニングにおいて総領事と現地要人による鏡開きを実施し、日本酒をPR（外務省）。

○ ハンブルク総領事館及びハンブルク州立調理師・栄養士専門学校の共催で、「和食ワークショップ」を開催し、調理を職業として行う人々及び一般市民を対象に、和食に
関するレクチャー及び日本食の調理・実食を実施。（外務省）

○ 天皇誕生日祝賀レセプションにおいて，日本茶を試飲するコーナーを設置（静岡市等と協力）や農産物に関する関連資料を展示、日本米コーナーを設置し、日本米を
紹介。また、日本酒コーナーでは、岩手、新潟、宮城、大分、福島、石川の日本酒を来場客に振る舞った。また、ハンブルクでは法人が運営及び調理する市内の寿司店で寿
司を手配し、来場客に振る舞った。
（外務省）

○ 日本酒造組合中央会が国際空港キャンペーンの次なる発展型の検討や免税売店の活用を図ることにより、訪日観光客を対象とした効果的なPRやインバウンドの対応を
強化。（財務省）

○ 長期在外派遣等を活用した酒類に関する情報収集体制を整備し、情報を収集。（財務省）

○ デュッセルドルフにて、ワインメッセ「Prowein」の出展業者と意見交換を行い、支援策について検討（予定）（外務省）。

国・地域別取組内容【欧州】
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輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【欧州】

【イギリス】

○英国最大級の国際総合食品見本市「Speciality＆Fine Food Fair 2016」（ロンドン）に9月4日～6日の3日間ジャパンパビリオンを設置。18社・団体が出品し、成
約金額は前回比1.5倍となった。今回のジャパンパビリオンには、在英日系ディストリビューター3社が出品し、現地に商流を持っていなかった出品企業と連携することで多くの成
約につながった。（農水省・JETRO）

〇商談会3件で各1社ずつバイヤーを招へい（農水省・経産省・JETRO）

○現地メディアの日本食材（日本酒、海藻）紹介報道への協力及び日本へのメディア派遣（日本茶）を実施。（JETRO）

○インストアショップを設置し、日本産品の試食とアンケート調査を行い、その結果を出品者にフィードバックし、新たな有望商品の発掘に取り組んだ。（農水省）

○ロンドンのトラファルガー広場において，ジャパン祭りを実施，日本食レストランや日系スーパー等が出展（2016年9月25日）。（外務省）

○在英大使館で開催された訪日観光客誘致イベントにて日本料理デモンストレーションを実施（2016年11月7日）。（外務省）

○スコットランドの園芸見本市（ガーデニング・スコットランド2016)において，日本文化紹介特設ブースを出展し，参加型の茶道デモンストレーション等日本文化をPR 。
（2016年6月3～5日（外務省）

○ロンドンにおける英国日本食関係者連絡協議会等の機会を通じ，日本食関係者のニーズを聴取、情報提供を行う等，現地での協力関係を構築（2016年7月4
日）。（外務省）

○「Gourmet Travel Japan -Highlighting Craft Spirits」イベントを開催。メディア関係者を中心とした参加者に対し、「酒と日本旅行」をテーマにプレゼン等を実施。
（観光庁・JNTO）

○大使館と連携して「Japan Tourism and Gastronomy Night 2016」を開催。日本食普及の親善大使である石井義典シェフをゲストに呼び、日本食についてのプレゼ
ンと実演を実施。（観光庁・JNTO）

〇ロンドンで開催された食品見本市スペシャリティ・ファイン・フード・ショーに日本ブースを出展し、日本食材のＰＲを実施（2016年9月4～6日）（外務省）

○日本酒造組合中央会が国際空港キャンペーンの次なる発展型の検討や免税売店の活用を図ることにより、訪日観光客を対象とした効果的なPRやインバウンドの対応を
強化。（財務省）

○長期在外派遣等を活用した酒類に関する情報収集体制を整備し、情報を収集。（財務省）
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輸出拡大に向けた主な取組

【フランス】
○パリで開催された欧州最大級の国際総合食品見本市「SIAL 2016」に2016年10月16日～20日の5日間ジャパンパビリオンを設置。全70社・団体が出展し、成約額
は前年比1.2倍増の前年を上回る結果となった。特に品目別では調味料、牛肉、日本茶、日本酒の成約が多かった。グルテンフリー・有機といった健康志向商品や、HACCP
に準拠した食品安全規格等を取っている商品が高い評価を得た。また、2月27日にはパリにて15社・団体が参加する商談会を開催その他、「日本酒セミナー」等を開催。
（農水省・JETRO）

〇商談会3件で、計4社のバイヤーを招へい。（農水省・経産省・JETRO）

○「日本週間（LA SEMAINE DU PAYS DU SOLEIL LEVANT）」をデパートにおいて開催し日本食材の販売・セミナー等を実施。（JETRO）

○カンヌで開催された世界最大級の国際映像コンテンツ見本市（ＭＩＰCOM）において、国税庁職員を派遣し、日本産酒類のＰＲを実施（財務省）

○パリにおける日本食関係者連絡協議会等の機会を通じ，日本食関係者のニーズを聴取，情報提供を行う等，現地での協力関係を構築。（外務省）

○日本文化会館の地上階において、三越伊勢丹の試験販売店を設置。日仏のトップシェフが共演し、デザートを振る舞うイベントを開催。（外務省）

○平成28年10月、カンヌにおいてクールジャパンの一環としてコンテンツの出展及び、MIPCOM2016のオープニングレセプションにおいて、日本産食材を使用した日本食等を
提供、日本産品及び日本食・食文化のPRを実施。（農水省）

○平成28年９月、ヨーロッパ最大の料理学校フェランディにおいて、日本茶・日本料理の講習会を実施。（農水省）

○現地の食材紹介報道（日本酒、海藻）への協力及び日本へのﾒﾃﾞｨｱ派遣（日本茶）を実施。（JETRO）

○日本食レストランの出店支援による日本食PR。（JETRO）

○平成28年10月、北近畿・中国地方へ旅行会社4社、東北地方へメディア4名を招請し、旅館での日本食やその土地の食文化を体験。（観光庁・JNTO）

○日本酒造組合中央会が国際空港キャンペーンの次なる発展型の検討や免税売店の活用を図ることにより、訪日観光客を対象とした効果的なPRやインバウンドの対応を
強化。（財務省）

○現地インポーターに対して規制セミナー開催、通関トラブルへの助言を実施。（JETRO）

○規制制度改正の最新情報をメールにより提供。（JETRO）

○長期在外派遣等を活用した酒類に関する情報収集体制を整備し、情報を収集。（財務省）

○レストランの日本食材購入への要望を日系卸・製造者に伝えマッチングを実施。（JETRO）

国・地域別取組内容【欧州】
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輸出拡大に向けた主な取組

【イタリア】

○商談会をミラノにて開催（10/20～21）、併せてバイヤー集客と認知度向上を目指し、「日本茶・味噌等紹介セミナー」、 「和食特有の食材取り扱い調理技術デモ」を
開催（農水省・経済産業省・JETRO）

〇大阪で6月に開催した酒類商談会にバイヤー1名を招へい。（経産省・JETRO）

○現地メディアの日本食材（日本酒、海藻）紹介報道への協力及び日本へのメディア派遣（日本茶）。（JETRO）

○イタリアメディアによる消費者向けのプレスリリースにて、日本食をPR（平成29年1月）。（観光庁・JNTO）

〇大規模な日本食紹介イベントとして，イゾラデルチネマにおける「日本の夏2016」，「日本仏像展」オープニング・レセプション，日伊国交150周年記念能楽公演プレイベ
ント「日本の宴」，トリノ・スローフードフェスティバルでの日本食紹介を行った。映画祭イゾラデルチネマにおいては，「日本の夏2016」と題し，ローマの日本食レストラン等と協
力し，日本食と日本酒のPRを行い、２日間で900名を超える出席者があった。

○イタリア最大級のスローフードの祭典「サローネ・デル・グスト」に，今年度初めて日本食を紹介するブースを設け，日本食のレク＆デモ，食品の紹介や，日本食の試食会
実施。（外務省）

○メディア向けファム（北陸）において、そば打ち体験、旅館での懐石料理、茶道体験、日本酒の試飲などを組み込み、日本食の魅力を紹介。旅行会社向けファムにおいて
は、懐石料理から焼き鳥まで、さまざまな日本食を試してもらい、日本食の多様性を紹介。（観光庁・JNTO）

○日本酒造組合中央会が国際空港キャンペーンの次なる発展型の検討や免税売店の活用を図ることにより、訪日観光客を対象とした効果的なPRやインバウンドの対応を
強化。（財務省）

【その他欧州】

○「Seafood Expo Global」（ベルギー･ブリュッセル、4/26～28）に出展し、8社が出品。テロの影響か来場者数が少ないとの声が聞かれたが、ジェトロ海外事務所による
バイヤー誘致を行い、前回を上回る商談件数を確保。（農水省・JETRO）

〇国内商談会2件において、スペイン、スイス、オーストリア、ポーランドからバイヤーを招へい。（農水省・経産省・JETRO）

○商談会をフィンランド・ヘルシンキで開催(2/7～8）。（JETRO）

○「和の調味料（醤油・味噌など）レクチャー・デモンストレーション」（ハンガリー・ブダペスト、5/23）を実施。（JETRO）

〇「日本酒についての講演・試飲及び商談（ベルギー･ブリュッセル、11/7）を実施。

○長期在外派遣等を活用した酒類に関する情報収集体制を整備し、情報を収集。（財務省）

国・地域別取組内容【欧州】
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輸入規制に関する主な取組

国・地域別取組内容【欧州】

○動物検疫
日本産豚肉、鶏肉、鶏卵及び牛乳・乳製品に係る欧州委員会側のリスク評価のための情報を提供予定。（農水省）

○植物検疫
・日本産クロマツ盆栽の解禁に向け、欧州委員会側のリスク評価のための情報を収集・提出するとともに、検疫協議を実施。
・日本産ゆずの条件緩和に向け、EFSA（欧州食品安全機関）でリスク評価中。検疫協議を実施。（農水省）

○茶の残留農薬基準
・産地に対して、優先的に残留農薬基準値設定を希望する農薬について、調査実施。（農水省）
・残留農薬に関する情報について、農林水産省ホームページにて公開し、使用可能な農薬を周知徹底。（農水省）
・静岡県等の５府県においてEUの残留農薬基準を満たす防除マニュアルを作成中。

○放射性物質
・関係省庁が連携して、規制の撤廃・緩和の働きかけを実施。（農水省等）
・仏領ポリネシア及びニューカレドニアに対しても働きかけを行い、規制緩和（仏領ポリネシアは６月及び９月、ニューカレドニアは10月）が行われた。（農水省等）

○牛肉
・輸出施設認定に必要な衛生条件等を満たす施設を整備。（農水省）
・輸出に取り組む事業者向けHACCP講習会を開催。（農水省）

○水産物
・HACCP基準に対応するための水産加工・流通施設の改修等に対する支援を実施。（農水省）
・HACCP導入のための研修会開催や現地指導等に対する支援を実施。（農水省）
・水産加工施設等の対EU・HACCP認定を推進。2017年2月に我が国初のかつお節製造施設の認定を実施。（農水省）

○加工食品
畜肉エキス、卵、乳製品などの動物性原材料を含む加工食品の輸入に関するEU規則の最新動向に関する情報をまとめ、レポートとして公表予定。（JETRO）

○花き
・千葉県で、現地検討会及び第１回成績検討会を実施。（農水省）
・薬剤の濃度別処理や鉢上げによる隔離栽培を行い、年度内に品目別・薬剤別の薬害の検証を実施。（農水省）

○情報提供
パリにおける日本食関係者連絡協議会（ＪＥＴＲＯ・大使館共催）等の機会を通じ、情報提供を行う等，現地での協力関係を構築（2016年9月8日）。(農水省等)
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【ロシア】農林水産物・食品の輸出額の推移

順
位

品目
輸出金額
(2016年
速報値)

対前年
増減率

現状 課題 今後の見通し・取組み

1
アルコール飲

料
3.1億円 ▲24.4％

・ビールとウイスキーの輸出が主。
（アルコール飲料の夜10時以降の販売や露面店で

の販売が禁止されている。）
・ウイスキーの供給量確保に課題。

・ウイスキーの供給量が確保できれば、ウイスキーの
輸出を伸ばせる可能性。

2 メントール 3.1億円 －

3
インスタント

コーヒー
2.7億円 1.5％ （並行輸出が主であるため、詳細は不明） － －

4 さんま 1.9億円 ▲70.2％ ・缶詰などの加工用原料としての輸出が多い模様。
・品質面での差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。
・水揚げ量や国内外の価格に応じて輸出量が変動。

・日本での水揚げの状況等に応じて変動。

5 清涼飲料水 1.7億円 12.3％
・自動販売機の輸出と併せて飲料の輸出が行われて

いる。
－ －

6 すけとうだら 1.6億円 ▲63.2％ ・加工用原料としての輸出が多い模様。
・品質面での差別化が難しく、価格競争に陥りやすい。
・水揚げ量や国内外の価格に応じて輸出量が変動。

・日本での水揚げの状況等に応じて変動。

7 菓子
（米菓を除く）

1.5億円 30.9％
・ロシア系の輸出業者を通じ、極東ロシアにクッキーを

輸出している事例あり。
・和風な商品は受けが良い。

－ －

8 コーヒー 1.3億円 ▲16.0％ （並行輸出が主であるため、詳細は不明） － －

9
ソース混合
調味料

1.1億円 17.6％
・ウスターソース類、マヨネーズ、ドレッシングの輸出が
見られる。

－ －

1
0

かつお・まぐろ 0.9億円 24.4％ ・寿司ネタ用食材として一定の需要あり。 － －

●ロシアは、日本の農林水産物・食品の輸出先第21位。

●インスタントコーヒーの輸出が大きいことも特徴。インスタント
コーヒーの最大の輸出先。

＜輸出上位品目の状況及び今後の見通し＞
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輸入規制に関する主な取組

輸出拡大に向けた主な取組

国・地域別取組内容【ロシア】

○モスクワで開催された花き・園芸関連見本市「Flowers Expo 2016」にジャパンパビリオンを設置し、3社・団体が切花、盆栽等を出品した。また、ジャパンパビリオン内に
デモステージを設け、盆栽、生け花のセミナーやデモンストレーションを実施し好評であった。商談については、盆栽への引き合いが多く、来場者からも興味を引いていた。（農
水省・JETRO）

○国際総合食品見本市「PIR 2016」にジャパンパビリオンを設置し、11社が出展。主な出品物はブリ、カキ、醤油、わさび、マヨネーズ、茶等。ブリの大型取引、ロシアに現
地法人を持つ企業の効率的な商談により前回の倍近くの成果があった。（農水省・JETRO）

○プロ向けセミナー（サンクトペテルブルグ）の実施。（JETRO）

○メディアを招請し、和牛（飛騨牛）、天ぷら、寿司、酒蔵見学等様々な日本の料理や食材を体験。（観光庁・JNTO）

○レストランのシェフ等へ、ブリやキンメダイなどを紹介するセミナーを実施。

○動物検疫
・日本産鶏卵に係るロシア側のリスク評価のための情報を提供。（農水省）
・日本産牛肉の食肉処理施設追加に係る協議を実施。（農水省）

○牛肉
・新たな輸出施設認定のための現地調査受入。（農水省・厚労省）
・輸出施設認定に必要な衛生条件等を満たす施設を整備。（農水省）
・輸出に取り組む事業者向けHACCP講習会を開催。（農水省）

○水産物
新規登録の再開に向けて政府間で協議中。（農水省）

○二国間対話
・日露外相会談、貿易経済に関する日露・政府間委員会において、輸入規制の撤廃・緩和等を働きかけ。（農水省）
・平成28年12月、農業及び水産分野における協力関係の強化及び拡大のための覚書を日露農業大臣で署名。（農水省）




